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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

１.基本的な考え方

当社は、法令等の遵守や企業倫理の重要性を認識し、迅速な経営意思決定を行い、健全で透明性の高い経営を実現し株主価値を高めることを
最重要課題としております。その実現のために、常により良い経営管理体制と開示システムの構築を目指しております。また、当社は、東京証券
取引所が定めるコーポレートガバナンス・コードに賛同し、以下の基本方針に従い、経営の効率性と公正性・透明性の維持・向上に努めてまいりま
す。

【基本方針】

(１) 株主の権利・平等性の確保

当社は、株主の権利を尊重し、その権利が実質的に確保される適切な対応と有効に行使される環境の整備を行います。また、実質的な平等性を
確保する観点から、法律等に従い適切に対応するとともに、少数株主や外国人株主を含む全ての株主に十分配慮した環境作りを推進します。

(２) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働

当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出が、株主、顧客、取引先、社員、債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホ
ルダーによるリソースの提供や貢献の結果であると認識し、これらのステークホルダーとの適切な協働に努めます。また、取締役会・経営陣は、こ
れらステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・風土の醸成に向けてリーダーシップを発揮します。

(３) 適切な情報開示と透明性の確保

当社は、会社の財務状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法令に基
づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組みます。また、そうした情報が、正確で利用者にとって分か
りやすく、情報としての有用性の高いものとなるようにします。

(４) 取締役会等の責務

取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善
を図るべく、以下の役割・責任を適切に果たします。

・企業戦略等の大きな方向性を示し、その実行を推進します。

・内部統制システムやリスク管理体制を整備することで、経営陣幹部によるリスクテイクを適切に支えます。

・独立した客観的な立場から、経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行います。

当社は、監査役会設置会社として、前項の役割・責務の一部は監査役および監査役会が担います。

(５) 株主との対話

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主総会の場以外においても、株主との間で建設的な対話を行います。代表
取締役をはじめとした経営陣幹部によるIR活動を定期的に実施し、株主や投資家に対する当社の経営戦略・経営計画の理解を深めるための機会
創出に努めます。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

[補充原則１-２-４]議決権の電子行使のための環境整備

当社では、現在の株主における機関投資家や海外投資家の比率は相対的に低いと考えていますので、今後、その比率が高まった時点で、議決
権電子行使プラットフォームの利用等や株主総会招集通知の英訳を進めていきます。

[補充原則２-４-１]中核人材の登用等における多様性の確保

当社は、社内に異なる経験・技能・属性を反映した多様な視点や価値観が存在することは、企業の持続的な成長を確保するうえで必要であると認
識し、人材の多様性の確保に向けた基本的な考え方を「サイボーグループ・コンプライアンス行動規範」（第２章：公平かつ誠実な態度 ２-２（働きが

いのある職場づくり））および「サステナビリティ方針」のなかで定め、同方針は当社ホームページに掲載しています。

（https://saibo.co.jp/#sustainability）

当社では性別、国籍、職歴にとらわれない公平・適正な人事制度により管理職登用を行っていますが、当社の従業員数が多くない状況であること
から、数値目標を定めていません。当社では、人事・教育制度に関する各種規程を定め、社員一人ひとりの自己啓発を促し、管理職となるための
人材育成体制をとっているとともに、働きやすい社内環境の整備、育児や介護に関する規程を設けるなど、多様な人材の管理職登用を見据えた
対応を実施しています。

現状では全従業員53人（男性30人・女性23人、うち外国人２人）のうち、管理職比率は女性０％、外国人０％、中途採用者６％（３人）となっておりま
す。今後も引き続き、属性にとらわれない管理職登用に努めていきます。



[補充原則３-１-２]海外投資家等の比率等を踏まえた英語での情報の開示・提供の推進

当社では、現在の株主構成における海外投資家の比率は相対的に低いと考えていますので、今後海外投資家の比率が高まった時点で、決算情
報や適時開示情報等必要とされる情報の英語での情報開示を進めていきます。

[補充原則４-１-３]最高経営責任者の後継者計画の監督

当社では、最高経営責任者等の後継者育成計画の策定を重要な検討事項と考えていますが、現在のところ明文化した当該計画書は作成できて
おりません。今後、任意の指名・報酬諮問委員会での審議を経て、取締役会を通じてグループ全体として適切に計画を立案し、取締役会による計
画の監督を実行していきたいと考えています。

[補充原則４-11-３]取締役会全体の実効性の分析・評価

当社は、取締役会における議題の精査、議論の深化、議事運営の効率化および審議時間の確保等を充実させるため、取締役会に出席する役員
や取締役会をサポートする管理本部より、課題や改善意見を随時聴取し、その課題等の解決に向けた取組みを行っています。また取締役会を構
成する役員の経験や専門分野等多様性の確保や社外役員間の定期的な意見交換会実施によるコミュニケーション機会の創出等により、取締役
会における議論の活性化を図っています。

このような取組みの中で取締役会の実効性の分析・評価についても検討していますが、現状その方法が確立しておらず、また評価結果の開示の
ためのルール整備も十分とはいえません。取締役会の実効性を分析・評価する方法としてどのような方法が最適であるか、評価結果をどのように
開示することが適切であるかを引き続き検討し、実施に向け協議してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

[原則１-４]政策保有株式

当社では、政策保有株式について、主力事業である法人顧客向け主体の繊維事業および事業用不動産賃貸を主体とする不動産開発事業等に
おいて、中長期的な観点から取引先および地域社会との関係強化により当社の事業戦略に寄与するとともに、限られた当社人材のなかで投資先
との紐帯強化により、当社にとって重要な経営資源（地域情報、金融、各種専門人材等）の補完・強化を図ることを目的として株式を保有していま
す。また、政策保有株式の保有の適否については、取締役会において定期的（原則年１回）に、個別の株式保有先毎に当社の資本コストと比較し
たリスク、リターン等の経済合理性の検証に加え、経営戦略上の重要性等を踏まえ総合的に判断しています。検証の結果、保有の意義等が希薄
化した株式は、適宜保有株式を縮減していく方針としています。また、保有を継続すると判断した政策保有株式については、有価証券報告書にお
いて特定投資株式として、その保有株数・保有目的を開示しています。なお、政策保有株式に係る議決権の行使に関しては、当社と投資先企業の
中長期的な企業価値・株主価値の向上に寄与するか否か等を判断基準とし、取引先の会社提案に無条件に賛成するものではありません。

[原則１-７]関連当事者間の取引

当社における関連当事者との取引は、取締役会での審議・決議を要することとし、利害関係を有した取締役は、当該決議の定足数および審議か
ら除外したうえで決議することとしています。また、不動産賃貸借取引の場合は、一定期間毎に同様の取引の市場価額調査を実施し、当該取引価
格の妥当性を検証しています。なお、当社および子会社を含む全役員に対し、毎期末に関連当事者間取引の有無について確認するアンケート調
査を実施し、関連当事者間の取引について管理する体制を構築しています。

[原則２-６]企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮

当社では、現在、企業年金を運用していないため、アセットオーナーには該当していません。

[原則３-１]情報開示の充実

（１）経営理念・経営戦略・経営計画

経営理念、経営基本方針および中期事業計画は、当社ホームページに掲載しています。

経営理念

（https://saibo.co.jp/#company）

経営基本方針・中期事業計画

（https://saibo.co.jp/ir.php#plan）

（２）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針は、本報告書「1.基本的な考え方」に記載しています。

（３）経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、決定方針という。）を取締役会で定めています。当社の取締役の報酬は、企業
価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各
職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、「基本報酬」、「株式報酬」及び「役員退職慰労金」で構成する固定報酬を
基本的枠組みにしています。「基本報酬」は、各役位の職務に対して毎月固定額を支給する報酬であり、「株式報酬」は、毎年、ストックオプション
を付与するもので付与数は役位に応じて決定します。「役員退職慰労金」は、長期的なインセンティブを目的に毎年一定額を引き当て、退任時に
一括して支給する報酬です。また、これらの支給割合は、役位・職責、業績を総合的に勘案して設定されます。取締役報酬の決定方法について
は、株主総会決議により取締役の報酬等の限度額を決定します。報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が、代表権の有無、役職、業
績、社会水準等を総合的に勘案し決定し、役員退職慰労金については、「役員退職慰労金規程」に基づいて決定します。なお、取締役の個別報酬
については、代表取締役の試案に基づき、社外役員が半数以上を占める任意の諮問委員会（指名・報酬諮問委員会）において、十分な審議のう
えで、取締役会に答申しています。取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬諮問委員会が試案について決定方針との
整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しています。監査役の
報酬は、固定報酬とし、株主総会の決議により定められた報酬総額の限度額の範囲内で、各監査役が常勤・非常勤の別、役割、社会水準等を総



合的に勘案し、監査役の協議により決定します。

（４）経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

取締役・監査役候補の指名については、社内規程に基づき、取締役会で十分議論のうえ決定し、監査役候補の指名では監査役会の同意も得て
います。取締役候補の指名に当たっては、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスおよび多様性を重視しています。また、監査役候補
の指名に当たっては、取締役の職務執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識および経験をもっているかを重視していま
す。なお、社外役員の選任および独立性に関しては、社内規程の「社外役員の選任および独立性に関する基準」を満たすことを前提としていま
す。さらに、万一、経営陣幹部が法令・定款等に違反し当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当とされる場合に
は、解任することとしています。

（５）個々の選解任・指名についての説明

取締役候補者および監査役候補者の選任理由については、株主総会招集通知の「株主総会参考書類」に掲載しています。

[補充原則３-１-３]サステナビリティについての取組みの開示

当社では、当社の経営戦略や「サステナビリティ方針」を踏まえ、また当社の事業領域や地域特性、保有資産等リソースおよび社会のニーズ等を
勘案し、サステナビリティを巡る課題に対し様々な取組みを行っています。当社の「サステナビリティ方針」および各取組み内容については、当社
ホームページ内「サステナビリティ」サイトにて公開しています。

（https://saibo.co.jp/#sustainability）

また、無形資産への投資等は当社の持続的な成長に資するという認識のもと、人的資本への投資については、人材育成に関する方針および社
内環境整備に関する方針を掲げ、その方針に基づく各種取組み項目について具体的な推進策を設け（一部指標については数値目標を設定）、そ
の実施状況のチェックを定期的に行っています。（取組みの概略は、有価証券報告書【サステナビリティに関する考え方及び取組】に記載）　また、
知的財産への投資については、当社がこれまで培ってきた様々な経営資源やネットワーク等を活かしつつ、他社との連携による技術・ノウハウの
活用や第三者機関からの評価取得等により、付加価値の高いビジネス分野への参入を図り、当社の競争力および企業価値向上に繋げるべく
様々な取組みを行っています。

[補充原則４-１-１]経営陣への委任範囲の明確化と概要の開示

当社の取締役会は、法令および定款に定められた事項や、経営計画、組織再編、多額の資産の取得・処分等の当社およびグループ会社に係る
重要事項を決定しています。また、取締役会による重要事項の意思決定に基づく職務執行につき、「取締役会規則」、「職務権限規程」、「組織規
程」および「稟議および申請取扱規程」に基づき、予め各取締役の権限および責任の所在ならびに執行方法の詳細を明確化し、職務の執行の迅
速化および効率化を図っています。

[原則４-９]独立社外取締役の独立性判断基準及び資質

当社では、社外取締役の選任に当たり、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い見識、または専門分野における知識や
知見を有することを重視しています。また、東京証券取引所が規定等で定める独立役員に関する判断基準の資格を充たし、かつ一般株主と利益
相反の生じる恐れのない者を独立取締役に指定しています。これらの要件および基準を充たした社内規程として、「社外役員の選任および独立性
に関する基準」を策定し、当社ホームページに掲載しています。

（https://saibo.co.jp/img/saibohp/20251201_corporategovernance.pdf）

[補充原則４-11-１]取締役会全体のバランス、多様性、規模に関する考え方

当社では、社内取締役については、当社が展開する各事業における知識・経験面での網羅性や高い経営管理能力等を求め、社外取締役につい
ては、多様なステークホルダーの視点を経営監督に取り入れるべく、会社経営に必要な見識、他社での経営への関与実績、専門分野における高
い知見等バックグランドの多様性を求めています。また、取締役候補者の選任プロセスでは、これらの要求するスキルと取締役会全体の知識、経
験、能力等のバランスを考慮することで、当社取締役会において活発・有益な議論を生み、ひいては経営の健全性・透明性および業務執行の有
効性・効率性に繋がっているものと考えています。なお、当社は取締役に求める専門性・経験等項目を定義し、そのバランス状況を一覧化したス
キル・マトリックスを取締役選任時の定時株主総会招集ご通知や当報告書にて開示しています。

[補充原則４-11-２]取締役・監査役の兼任状況

当社では、社内取締役および社内監査役に他の上場会社役員の兼務はありません。社外取締役および社外監査役の他社での兼務状況は、株
主総会招集通知、有価証券報告書およびコーポレート・ガバナンスに関する報告書を通じ、毎年開示を行っています。

[原則４-14、補充原則４-14-２]取締役・監査役のトレーニングの方針

当社では、取締役および監査役に限らず広く全社員に対して、社内規程に基づき、職責や業務上必要な知識の習得や適切な更新等のために
様々な研修の機会を斡旋しています。また、取締役および監査役自らも、経営を監視・監督するために必要な情報や知識の研鑽に努め、その費
用負担については会社に請求できる体制となっています。

[原則５-１、補充原則５-１-２]株主との建設的な対話に関する方針

当社では、取締役会で「株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針」を定め、当社ホームページに開示しています。

（https://saibo.co.jp/img/saibohp/20251201_corporategovernance.pdf）

【株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針】

（１）株主との対話全般について、下記（２）～（５）に記載する事項を含めその統括を行い、建設的な対話が実現するように目配りを行う経営陣また
は取締役の指定

・ＩＲ担当に管理本部統括を指名する。

（２）対話を補助する社内のＩＲ担当、経営企画、総務、財務、経理、法務部門等の有機的な連携のための方策



・管理本部統括は、管理本部（総務部、財務部、経理部）、経営企画室および内部統制室等の株主との対話を補助する部門を含めて統括し、ＩＲ活
動全般を通じて日常的に部署間の連携を図る。

（３）個別面談以外の対話の手段（例えば、投資家説明会やＩＲ活動）の充実に関する取組み

・ＩＲ問い合わせ窓口である総務部で投資家からの個人面談に対応するとともに、株主・投資家・アナリスト向けに企業説明会を適宜開催し、代表
取締役またはＩＲ担当取締役が説明する。

（４）対話において把握された株主の意見・懸念の経営陣幹部や取締役会に対する適切かつ効果的なフィードバックのための方策

・ＩＲ活動により把握された株主の質問・意見については適宜取り纏め、経営陣にフィードバックし、当社経営の点検・改善に活用する。

（５）対話に際してのインサイダー情報の管理に関する方策

・株主・投資家・アナリストとの対話の際には、当社の情報管理規程に基づき、インサイダー情報管理の徹底に留意する。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（アップデート）

英文開示の有無 無し

アップデート日付 2026年6月26日

該当項目に関する説明

当該項目は、中期事業計画『サイボー中期ビジョン2028』「資本効率と株主還元の方針」のなかで、開示をしています。

（https://saibo.co.jp/ir.php#plan）

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

埼栄不動産株式会社 2,183,650 17.20

飯塚元一 1,427,150 11.24

大栄不動産株式会社 664,000 5.23

むさし証券株式会社 645,000 5.08

株式会社埼玉りそな銀行 622,000 4.90

株式会社安藤・間 525,000 4.14

有限会社エヌ・アイ 500,000 3.94

株式会社ホテルサイボー 384,700 3.03

飯塚将 332,700 2.62

損害保険ジャパン株式会社 234,500 1.85

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード



決算期 3 月

業種 繊維製品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

埼栄不動産株式会社（以下、「同社」という。）は、当社議決権の17.20％を保有し、かつ、取締役の兼務により当社は同社の関連会社となります。

但し、当社は同社との営業取引に対する依存度が低く、事業活動上相互に制約されないと認識しております。以上により、当社は同社から一定の
独立性を確保していると考えております。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 11 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 8 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

西原京子 他の会社の出身者 △

野村　眞 他の会社の出身者 △ ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者



e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

西原京子 ○

西原氏が過去勤務していた日産証券㈱は
当社の株式を所有しておりますが、主要
株主でないことから重要性はないと判断し
ております。また、同社に対し、当社が所
有する有価証券の一部を預け入れ、その
売買に係る取引を行っておりますが、その
金額は総資産に対して僅少であることか
ら、重要性はないと判断しております。そ
の他、同社との間に人的関係、資本関係
その他の利害関係はないと判断しており
ます。

金融業界の他社での役員経験者であり、金融
に対する豊富な知識や経営企画・IRに関する
幅広い経験を有しており、独立の立場で経営に
対しIR・企画・財務面からの的確な助言および
業務執行の監督機能を期待していることから、
選任しております。当社は同氏との間に人的関
係、資本関係または取引関係その他の利害関
係はなく、また、一般株主との利益相反が生じ
る恐れがないと判断したことから、独立役員に
指定いたしました。

野村　眞 ○

野村氏が過去勤務していた㈱埼玉りそな
銀行は、当社の株式を所有しております
が、主要株主でないことから重要性はない
と判断しております。また、当社は、同行
をメインバンクとして借入を行っております
が、同氏が退職してから相当期間が経過
しております。 同氏が現在勤務している

むさし証券㈱は、当社の株式を所有して
おりますが、主要株主でないことから重要
性はないと判断しております。また、同社
に対し、当社が所有する有価証券の一部
を預け入れ、その売買に係る取引を行っ
ておりますが、その金額は総資産に対し
て僅少であることから、重要性はないと判
断しております。以上のことから、独立性
について問題ないと判断しております。そ
の他、同行及び同社との間に人的関係及
びその他の利害関係はないと判断してお
ります。

金融業界を含む他の事業会社での経営経験
があり、経営者としての豊富な知識と経験を活
かし、独立の立場で当社の社外取締役として
幅広い経営的視点からの的確な助言および業
務執行の監督機能を期待していることから、選
任しております。当社は同氏との間に人的関
係、資本関係または取引関係その他の利害関
係はなく、また、一般株主との利益相反が生じ
る恐れがないと判断したことから、独立役員に
指定いたしました。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員
会

4 0 2 1 0 1 なし

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員
会

4 0 2 1 0 1 なし

補足説明

「指名・報酬諮問委員会」は、取締役会の任意の諮問機関として、取締役・監査役の指名および報酬に関する意思決定等に独立社外取締役の関
与・助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公平性、客観性および透明性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制
をより一層充実させることを目的としています。「その他」1名は、独立社外監査役です。上記の委員構成は、本報告書の最終更新日現在のもので
す。



指名・報酬諮問委員会の活動状況

＜審議内容＞

（指名に関する事項）

取締役・監査役の選任及び解任（株主総会議案）に関する事項

代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項

（報酬に関する事項）

取締役・監査役の報酬限度額（株主総会議案）に関する事項

取締役・監査役の報酬等に関する事項

（その他の事項）

取締役会が必要と認めた事項

委員の提案に基づく事項

＜出席状況＞直前事業年度（2025年４月１日～2026年３月31日）のものです。

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席回数／開催回数（出席率）

飯塚　榮一（代表取締役社長）　　　　　　１回／３回（33％）

飯塚　豊（常務取締役）　　　　　　　　　　　２回／２回（100％）

村木　徹（社外監査役）　　　　　　　　　　　３回／３回（100％）

西原　京子（社外取締役）　　　　　　　　　３回／３回（100％）

（注１）　飯塚豊氏は2025年４月23日開催の取締役会において委員に選定されたため、同日以降の指名・報酬諮問委員会の出席状況を記載して
います。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役（監査役会）、会計監査人及び内部統制室（内部監査部門）は、定期的に合同会合を開催し（年５回）、または個別開催により監査計画、監
査結果等の意見交換を行い、三様監査の相互連携を図っています。また、監査役の職務を補助する使用人として内部統制室と兼務する補助使用
人を１名選任し、当該使用人の任命や異動等については常勤監査役の同意が必要であり、補助使用人の補助業務に関して取締役の指揮命令は
受けない旨を「監査役監査基準」等に明記しています。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

村木徹 他の会社の出身者 △

錦戸景一 弁護士 ○

大野功 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者



g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

村木徹 ○

村木氏は過去において㈱埼玉りそな銀行
の業務執行者であり、同行は、当社の株
式を所有しておりますが、主要株主でない
ことから重要性はないと判断しておりま
す。また、当社は、同行をメインバンクとし
て借入を行っておりますが、同氏が退職し
てから相当期間が経過しており、独立性
については問題ないと判断しております。
その他、同行との間に人的関係及びその
他の利害関係はないと判断しております。

金融業界を含む他の事業会社での経営経験
があり、当社の常勤監査役として任意の諮問
委員会の委員を担っていただいておりますの
で、その経験と見識を当社の監査体制に活か
し経営監視を適切に遂行していただけるものと
判断したことから、選任しております。当社は同
氏との間には人的関係、資本関係または取引
関係その他の利害関係はなく、また、一般株主
との利益相反が生じる恐れがないと判断したこ
とから、独立役員に指定いたしました。

錦戸景一 　

当社は、錦戸氏が所属する光和総合法律
事務所と顧問契約を締結し、顧問料等を
支払っておりますが、その金額は僅少で
あることから、重要性はないと判断してお
ります。その他、同事務所との間には、人
的関係、資本関係、その他の利害関係は
ないと判断しております。

弁護士としての専門的な見地から取締役会の
意思決定の適法性を確保するための発言を行
い、当社の監査体制に活かしております。

大野功 ○ ―――

公認会計士の資格を有しており、財務及び会
計に関する深い知見と豊富な経験、特にコンプ
ライアンス及びガバナンスに関する見識を活か
し、当社の監査体制の職務を適切に遂行して
いただけるものと判断したことから、選任してお
ります。同氏は当社の株式を所有しております
が、主要株主ではないことから人的関係、資本
関係又は取引関係その他の利害関係はなく、
また、一般株主との利益相反が生じる恐れが
ないと判断したことから、独立役員に指定いた
しました。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

2名の独立役員は、任意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の委員に選定しています。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

企業価値向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的としてストックオプション制度を導入しております。個人別への付与個数につきまして
は、役位に応じて決定しております。

さらに、長期的なインセンティブ付与を目的として、その他（役員退職慰労金制度）を導入しており、「役員退職慰労金規程」に基づき、役位、在任
年数等に応じて毎年一定額を引き当て、株主総会決議により支給しております。



ストックオプションの付与対象者 社内取締役、社外取締役

該当項目に関する補足説明

1年間に発行できる新株予約権の数は、取締役に対し370個であり、非金銭報酬として支給しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

直前事業年度（2025年４月１日から2026年３月31日まで）にかかる当社の役員に対する報酬等の総額は、以下の通りです。

取締役（社外取締役を除く） ７名 138,099千円　、監査役（社外監査役を除く） 1名 2,805千円　、社外役員 5名 34,465千円

（注）取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。

＊報酬等の種類別内訳等詳細につきましては、当社有価証券報告書に掲載しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、決定方針という。）を取締役会で定めています。

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締
役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、「基本報酬」、「株式報酬」及び「役員退職
慰労金」で構成する固定報酬を基本的枠組みにしています。「基本報酬」は、各役位の職務に対して毎月固定額を支給する報酬であり、「株式報
酬」は、毎年、ストックオプションを付与するもので付与数は役位に応じて決定します。「役員退職慰労金」は、長期的なインセンティブを目的に毎年
一定額を引き当て、退任時に一括して支給する報酬です。また、これらの支給割合は、役位・職責、業績を総合的に勘案して設定されます。

取締役報酬の決定方法については、株主総会決議により取締役の報酬等の限度額を決定します。報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締
役が、代表権の有無、役職、業績、社会水準等を総合的に勘案し決定します。役員退職慰労金については、「役員退職慰労金規程」に基づき、役
位、在任年数等に応じた役員退職慰労金算定基準により決定します。

なお、取締役の個別報酬については、代表取締役の試案に基づき、社外役員が半数以上を占める任意の諮問委員会（指名・報酬諮問委員会）に
おいて、十分な審議のうえで、取締役会に答申しています。取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬諮問委員会が試案
について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断
しています。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役については、管理本部を中心に適時情報提供や書類等の送付を行い、社内取締役と同等の情報を共有できる体制を取っています。
社内監査役及び社外監査役については、常勤監査役及び監査役スタッフがこれらの情報伝達のサポートをする体制を取っています。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、監査役設置会社であり、会社法に基づく機関として、株主総会のほか、取締役会、監査役会を設置するとともに、統治体制の構築手段と
して、内部統制委員会を設置しています。業務執行の決定機関として事業部長会及びSB会議を運営し、取締役会に上程する仕組みを構築してい
ます。また、当社は、取締役および監査役の指名・報酬に係る意思決定等に透明性・客観性を高めるために、取締役会の諮問機関として指名・報
酬諮問委員会を設置しています。

取締役会は、取締役８名（うち社外取締役２名）で構成され、原則月１回定時開催するほか適宜開催し、当社の経営管理の意思決定機関として、
会社法等が求める専決事項、その他重要事項、経営方針等に関する意思決定をするとともに、各取締役の職務の執行を監督しています。また、
業務執行は月１回事業部長会を開催し、事業環境の分析、売上高、利益計画の進捗状況のモニタリング等を行い、出席役員の情報の共有化、法
令等の遵守の徹底、並びに取締役会に付議すべき事項について事前協議ができる体制となっています。さらに、当社は四半期毎に、連結子会社
は半期毎にSB会議を開催し、業績や取組み等に関する中期計画並びに単年度計画の検討や進捗状況を協議する場として、当社グループの各事



業及び全体の業績の管理・推進を行っています。

当社では、監査役制度を採用し監査役会は４名（うち社外監査役３名）で構成されています。当社の監査役は、監査機能を強化するため、企業法
務や財務・会計に関する知見と豊富な経験に基づき、監査活動を行っています。監査役会は原則月１回定時開催するほか適宜開催し、各監査役
は監査役会が定めた監査方針・計画に従い、取締役会及びその他の重要な会議に出席するほか、個別の取締役や内部監査部門等から職務執
行状況の聴取をし、重要な稟議書等の閲覧を行い、さらに主要な事業所・子会社には自ら赴き、業務及び財産の状況を監査しています。

内部統制委員会は、取締役により構成され、原則として年２回定時開催するほか、適宜開催し、会社法に係る「業務の適正を確保するための体
制」及び金融商品取引法に係る「財務報告の信頼性を確保するための体制」の整備・運用状況を報告します。また、これら内部統制の推進に必要
な事項の協議、並びに内部監査等の監査結果の報告、改善策の検討及び改善状況の報告等を行います。

指名・報酬諮問委員会は、適宜開催とし、取締役会の決議により取締役・監査役の中から選定された委員３名以上で構成され、その半数以上を独
立社外役員としています。取締役会の任意の諮問機関として取締役・監査役の指名及び報酬に関する意思決定等に独立社外取締役等の関与・
助言の機会を適切に確保し、取締役会における意思決定プロセスの公平性、客観性及び透明性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制をより
一層充実させることを目的としています。

取締役候補者の指名については、代表取締役が社内規程に基づく決定の要件を備え、人格、識見及び能力ともに優れた候補者を選定し、社外役
員が半数以上を占める任意の諮問委員会（指名・報酬諮問委員会）の諮問を受けた後に決定します。

監査役候補者の指名については、社外候補者を基本とし代表取締役が会社法に基づく社外性要件を備え、人格及び識見ともに優れた候補者を
選定し、社外役員が半数以上を占める任意の諮問委員会（指名・報酬諮問委員会）の諮問を受けた後に監査役会の同意を得て決定します。

社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任にあたり、人的関係、資本的関係及び取引の有無などを十分に考慮し、独立的な立場で業務の
執行及び経営に関する監視、監督機能が高められる人材を選任するため、会社法で規定する役員の社外性要件及び東京証券取引所の定める
独立性要件を充たした「社外役員の選任および独立性に関する基準」を定め、当社の社外役員候補者の選任基準としています。

取締役及び監査役の報酬については、株主総会の決議により取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の限度額を決定することで株
主の監視が働く仕組みとしています。個別の取締役報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が当社の定める一定の基準に基づき決定
し、各監査役の報酬額は監査役の協議により決定します。取締役及び監査役への退職慰労金は、株主総会の決議に基づき、当社の定める一定
の基準に従い相当の範囲内で贈呈しています。なお、取締役及び監査役の個別報酬については、代表取締役の策定した試案に基づき、社外役
員が半数以上を占める任意の諮問委員会（指名・報酬諮問委員会）を設置し、十分な審議のうえで、それぞれの取締役会及び監査役会に答申し
ています。

会計監査人には、有限責任監査法人トーマツを選任し、正確な経営情報を迅速に提供するなど公平不偏な立場から監査が実施される環境を整
備しています。当社に対する継続監査年数が７年超の公認会計士は在籍していません。

当社は、会社法第427条第１項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定す
る契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としています。なお、当該責任限定が認められるのは、当該
業務執行取締役等でない取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社の取締役会の構成員は、取締役８名のうち独立性の高い社外取締役２名を選任して構成することで、社外の視点を取り入れた適正な意思決
定や業務執行に対する監督が担保されると考えています。また、監査役会においては、監査役４名のうち独立性の高い社外監査役３名を選任して
構成され、監査役による取締役会での積極的な質疑応答や各取締役に対する意見交換の実施により、違法性及び妥当性の両面から適正な監視
が担保されていると考えています。以上のように、社外取締役２名及び社外監査役３名の選任、並びに監査役による経営監視機能が有効に働くこ
とにより、透明性、客観性、健全性が十分に確保された企業統治体制が確立できると考え、このコーポレート・ガバナンス体制を選択しています。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送

株主総会の招集通知の早期発送に努め、法定期日の１週間前を目安に発送しておりま
す。

また、招集通知の発送日までに東京証券取引所のホームページ及び当社ホームページ
の「ＩＲ情報」にも掲載しております。

（https://saibo.co.jp/ir.php#shareholder）

電磁的方法による議決権の行使 インターネット(スマートフォン含む）を活用した議決権行使を導入しております。

その他
株主総会では、事業報告等をビジュアル化し、分かり易く説明しております。

また、当社ホームページに株主総会招集ご通知を掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況



補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
「ディスクロージャー・ポリシー」を制定し、当社ホームページに掲載しておりま
す。

（https://saibo.co.jp/img/saibohp/20251201_corporategovernance.pdf）

IR資料のホームページ掲載

決算情報等の適時開示資料、株主総会招集通知、コーポレート・ガバナンス報
告書、中期事業計画を当社ホームページに掲載しております。

東京証券取引所　報告一覧

（https://saibo.co.jp/ir.php#timely）

株主総会関連資料

（https://saibo.co.jp/ir.php#shareholder）

コーポレート・ガバナンス報告書

（https://saibo.co.jp/#sustainability）

中期事業計画

（https://saibo.co.jp/ir.php#plan）

IRに関する部署（担当者）の設置
IR担当部署：管理本部

IR担当役員：管理本部統括

その他
「株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方針」を
当社ホームページに掲載しております。

（https://saibo.co.jp/img/saibohp/20251201_corporategovernance.pdf）

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

サイボーグループの「企業倫理憲章」、「コンプライアンス行動規範」、「サステナビリティ方
針」のなかでステークホルダーの立場の尊重を規定し、当社ホームページに掲載しており
ます。

（https://saibo.co.jp/#sustainability）

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
当社の「サステナビリティ方針」及び各取組み内容を当社ホームページ内「サステナビリ
ティ」サイトにて公開しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

「ディスクロージャー・ポリシー」を定め、迅速・正確かつ公平な情報開示を適時適切に行え
るよう、社内体制の整備に努めております。

その他
当社は、社員・役員人材の多様性の確保に向けた方針を「サステナビリティ方針」のなかで
定め、当社ホームページに掲載しております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針を下記のとおり定めております。

１) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・　取締役を含む全社員が遵守すべき「コンプライアンス規程」並びに「企業倫理憲章」及び「コンプライアンス行動規範」を定め、当該規程において
法令等の遵守が経営の最重要課題である旨を明記し、これに基づく具体的な行動準則を規定しております。さらに当社は健全な会社経営のた
め、反社会的勢力及び団体とは決して関わりを持たず、不当な要求に対しては毅然とした対応を取ります。

・　代表取締役社長直轄の内部統制室において、「企業倫理憲章」及び「コンプライアンス行動規範」の浸透を図り、取締役を含む全社員に対し
て、コンプライアンスに関する研修を原則年１回以上行います。また、「内部監査規程」に基づき、内部統制室が定期的に業務運営の状況を監査
し、業務の合法性及び社内規則の遵守状況を確認します。

・　各取締役は、他の取締役の職務の執行に関し、取締役会における充分な審議を通じて適切に監視監督義務を遂行します。

・　監査役は、取締役の職務の執行が法令及び定款その他社内規程に適合するための体制について、取締役が適切に運用、改善しているかに
ついて監視・検証し、必要に応じて助言又は勧告等を行います。

・　法令・定款・社内規範等において疑義のある行為については、企業集団の役職員等が直接情報提供を行う手段として、「ヘルプライン規程」に
基づき内部通報窓口を内部統制室及び弁護士等の外部者に設置・運営します。

２) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制



・　株主総会議事録、取締役会議事録及び稟議書等の取締役の職務の執行に係る情報を記載、記録した文書、電子媒体等については、「文書管
理規程」に基づき適切に保存・管理します。

・　これらの情報の保存・管理状況については、内部統制室が定期的に確認を行います。

３) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・　当社では、事業活動に係るリスクについて、各部門で管理するとともに、「リスク管理規程」に基づき代表取締役社長をリスク管理責任者として
総合的なリスク管理体制の維持・向上を図ります。

・　当社が認識するリスクを適切に管理し危険発生を防止するために「内部監査規程」に基づき内部統制室が定期的に内部監査プログラムを実行
し、その監査結果は必要に応じて取締役会に報告します。

・　上記の監査結果に基づき、取締役会は関連する社内規程の整備その他の対応を行い、また、不測の事態が発生した場合に備え、迅速且つ組
織的な対応により被害を最小限に抑えるための体制を整えます。

４) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・　取締役会による重要事項の意思決定に基づく業務執行につき、「職務権限規程」に基づき、予め各取締役の権限及び責任の所在並びに執行
方法の詳細を明確化し、職務の執行の迅速化及び効率化を図ります。

・　各部門の業務執行を監督するため、月１回事業部長会を開催し、事業環境の分析、売上高、利益計画の進捗状況のモニタリング、情報の共有
化及び法令等の遵守の徹底を図り、取締役会に付議すべき事項について事前協議ができる体制とします。

・　中期計画（３カ年）及び単年度利益計画の達成度により部門毎に業績を評価する会議を四半期毎に開催し、取締役の職務の執行の効率性向
上を促します。

５) 企業集団における業務の適正を確保するための体制

・　当社は、子会社の取締役等及び使用人の業務の適正を確保するため、主管部門としてグループ会社管理課を設置し、子会社の経営に関わる
基本事項に関して統括的に管理・指導を行います。

・　当該部門は、子会社の取締役等及び使用人の業務執行について決裁ルールの整備を行うほか、「グループ会社管理規程」に基づき、当社へ
の事業内容の定期的な報告及び重要案件についての事前協議の体制を構築します。また、子会社に損失の危険が発生し、これを把握した場合
には、直ちに発見された損失の危険の内容、発生する損失の程度及び当社に対する影響等について、当社の取締役会に報告される体制を整え
ます。

・　当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、効率的で効果的な経営が行われることを確保するために、子会社を含めた企業集団としての中期（３カ
年）及び年度事業計画等を定め、その共有を図り推進します。

・　「内部監査規程」に基づき、当社の内部統制室が子会社の取締役等及び使用人の業務の適正性につき定期的な内部監査を実行し、必要に応
じてその結果を当社の取締役会に報告します。

６) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性

及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

・　監査役が補助使用人を置くことを求めた場合には、必要に応じて専任又は兼任の補助使用人を置くこととします。

・　当該使用人の任命や異動等については、常勤監査役の同意を必要とし、補助使用人の補助業務に関して取締役の指揮命令を受けないことと
します。

７) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制並びにその他監査役の監査が実効的に行われ

ることを確保するための体制

・　常勤監査役は「会議体規程」に定める重要な会議に出席し、また、必要に応じて、当社の取締役及び使用人並びに子会社の役職員から随時報
告を求め、業務執行状況の確認を行います。また、「監査役監査基準」に基づき、経営・業績に影響を及ぼす重要事項について、監査役がその都
度報告を受ける体制を確保します。

・　上記報告を行った当社の取締役及び使用人並びに子会社の役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁
止し、その旨を全役職員に周知徹底します。

・　「監査役会規則」及び「監査役監査基準」に基づき、監査方針の策定及び監査役の職務分担等を行い、代表取締役社長との定期的な会合、内
部統制室及び会計監査人との定期的な情報交換の機会を確保します。

・　 監査役が、その職務の執行について生じる費用の前払いもしくは償還又は負担した債務の債権者に対する弁済等の請求をしたときは、当該

監査役の職務の執行に必要ないと認められた場合を除き、速やかに関係部門により、当該費用又は債務を処理します。

８) 財務報告の信頼性を確保するための体制

・　金融商品取引法等に基づく当社及び子会社の財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、関連規程
等の整備を図るとともに適切な体制を整えます。

・　財務報告に係る内部統制システムの運用にあたり、「内部統制対応基本計画書」を策定し、その推進体制を明確にするとともに、各部門・組織
での自己点検及び内部統制室による独立的なモニタリングを継続的に実施する枠組みを構築します。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は企業倫理憲章及びコンプライアンス行動規範に規定しているとおり、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは決
して関わり合いを持たず、また不当な要求に対しては毅然とした対応を取ります。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明



―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、以下のとおりです。

１.情報開示に対する基本方針

当社は、サイボーグループ「企業倫理憲章」および「コンプライアンス行動規範」に基づき、社会に開かれた企業として、株主・投資家をはじめとす
るあらゆるステークホルダーの当社に対する理解を促進するよう、正確かつ適切に開示します。

２.適時開示に係る社内体制

(1)組織内の各役割

管理本部の担当取締役を情報取扱責任者と定め、財務部を開示担当部門とするとともに、情報の網羅的な把握のため当社の各部門・子会社の
担当取締役およびグループ会社管理課（グループ会社対応部署）を部門情報の統括者としています。

社内において開示対象の可能性がある情報が認識された場合、情報取扱責任者は開示担当部門と連携し、東京証券取引所の適時開示規則や
投資判断への影響の有無等を基準に、当該情報の適時開示の必要性検討や開示資料の作成を行い、以下の社内における承認過程を経たの
ち、情報取扱責任者の指示に基づき、開示担当部門が開示手続きを行っています。

(2)決定事実・発生事実・決算情報に関する情報開示

決定事実に関する情報開示は、情報取扱責任者が事前に取締役会議案の内容を確認し、開示資料を含め当該議案が審議・承認された場合、速
やかに開示を行います。

発生事実に関する情報開示は、当社の各部門の担当取締役等から得た情報について、情報取扱責任者と代表取締役社長が協議し、開示が必
要な事項と判断された場合、速やかに開示を行います。

決算情報の開示は、財務部を中心に作成された決算情報について、取締役会での承認をもって、速やかに開示を行います。

３.情報の管理

情報の開示に至るまでの内部情報については、当社の社内規程「内部情報管理および内部者取引規制に関する規則」により、インサイダー取引
の防止を図っております。
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［当社取締役に求める専門性及び経験（スキル・マトリックス）］

（注）上記は、各取締役が有する全ての専門性及び経験を表すものではありません。

役職 氏名 社外役員 企業経営
営業・

業界知見
財務会計・

金融
法務・

リスク管理

ＥＳＧ・
サステナビ

リティ

 代表取締役社長  飯塚榮一 ○ ○ ○ ○ ○

 専務取締役  飯塚　将 ○ ○ ○

 常務取締役  飯塚　豊 ○ ○ ○

 取締役  飯塚元一 ○ ○ ○

 取締役  伊藤素典 ○ ○ ○

 取締役  白田浩二 ○ ○ ○

 取締役  西原京子 ○ ○ ○

 取締役  野村　眞 ○ ○ ○
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